
令和４年度の子育て世帯
生活支援特別給付金（ひ
とり親以外のその他世帯
分）を受給した

申請時点で，平成17年（障害のある児童は
平成15年）4月2日から令和6年2月29日まで
に出生した児童を養育している

食費等の物価高騰の影響で令和５
年1月以降の家計が急変し，主たる
生計維持者（所得が高い方）の収
入の見込みが市区町村民税（均等
割）非課税相当である

主たる生計維持者（所得
が高い方）の令和５年度
市区町村民税（均等割）
が非課税である

②令和５年度非課税者

支給対象となります
申請が必要です

③家計急変者

支給対象となります
申請が必要です

①令和４年度給付金受給者

支給対象となります
申請は不要です

令和５年度の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親以外のその他世帯分）の支給対象ではありません

令和５年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 フローチャート 【ひとり親以外のその他世帯分】

世帯の異動（転出，児童の
増，その他養育状況の変更
等）がない

令和５年度の子育て世帯生活支援特別
給付金（ひとり親世帯分又はひとり親以外
のその他世帯分）を支給されていない児童
で，現在養育している児童が１人以上いる
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異動の内容により，申請の要否が異なります。

※詳細はお問い合わせください。

い
い
え

【問い合わせ先】
〒780-8571
高知市本町５丁目１番45号
子育て給付課
子育て世帯生活支援特別給付金窓口
電話番号：088-823-9447
受付時間：平日8時30分～17時15分

いいえ

※支給がない場合はお問い合わせ
ください。

※注1：既に令和５年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象となった児童については，ひとり親以外のその他
世帯分の支給対象にはなりません。
当該児童について，離婚後新たに養育することになった場合等は，ひとり親世帯分での申請が必要です。

※注1


